
No 質問内容 質問に対する回答

1
　法人が申込者の場合、保留地入札参加申込書
に押印する印鑑は、印鑑証明書と同じものでな
ければならないか。

　保留地入札参加申込書に押印する印鑑は、法人・
個人ともに提出する印鑑証明書（印鑑登録証明書）
と同じものでお願いします。

2
　法人が申込者の場合、代表者以外の社員が入
札当日に参加するときの入札の手続について確
認したい。

　代表者からの委任状を市へ提出の上、当該社員が
代理人として入札を行っていただきます。
　委任状については、申込人（委任者）欄に代表者
の住所・氏名の記載及び押印（保留地入札参加申込
書に押印したものと同じ印）と、代理人欄に当該社
員の住所・氏名の記載及び押印（入札書の代理人欄
に押印したものと同じ印）をお願いします。
　なお、代理人による入札における入札書の書き方
等については、「入札書（様式第15号）」の（注）
などを参照してください。
　また、入札当日の本人確認は、当該社員について
行います（書類提示等）。

3
　事業計画概要書はどのように記載したらよい
か。

　保留地取得後にどのような土地利用をされたいか
についての記載をお願いします。
　例えば、「戸建て分譲をする、マンションを建て
る等の事業概要の記載」と「図面で建物や駐車場の
配置や建物の戸数等の記載」をお願いします（給排
水設備等詳細の計画までは記載不要です。）。
　また、「保留地引渡し後の造成等の大まかなスケ
ジュール（工程表等）」も併せて記載をお願いしま
す。

4

　戸建て分譲住宅の建築及び第三者への販売を
目的として保２８－１の購入の検討をしてい
る。この場合、将来的の第三者への譲渡が発生
するが、申込みは可能か。

　周辺状況などから、この保留地の土地利用として
住居系の用途（戸建て分譲住宅を含みます。）を想
定していますので、参加要領７ページ１１⑴ウに該
当するものと考えます。
　ただし、第三者への譲渡に当たっては市長の承認
が必要であり、承認に当たっては、対象者の資格要
件（入札参加資格の有無）等について、個別に判断
いたします。

保留地売却（一般競争入札）よくある質問と回答


